
（平成３０～３１年度支援） 
 

原状回復事業事例：山梨県北杜市汚泥事案 
事 案 の 類 型 無許可業者による不適正処理 
事 案 の 場 所 山梨県北杜市 

行 為 者 
法人Ａ社及び同社代表取締役、法人Ｂ社及び同社代表取締役、法人Ｃ社

及び同社代表取締役 

規 模 及 び 種 類 
産業廃棄物の量 １９，８８２㎥ 
 事案地①：１３，６２３㎥、事案地②：６，２５９㎥ 
内訳 汚泥等 １６，１５７㎥、廃石膏ボード粉 ３，７２５㎥ 

支 障 の お そ れ 

汚泥及び廃石膏ボード粉が混入した汚泥を含む廃棄物が各事案地に

大量に野積みされ、その内部では、４，０００ｐｐｍを超える硫化水素

が発生していたことが確認された。 
各事案地とも周囲には田畑があり、付近に一級河川がある。 
河川の氾濫などによって、野積みされた産業廃棄物が崩落した場合、

硫化水素が周囲に拡散するなど生活環境保全上の支障が周辺地域に 

及ぶおそれがある。 

対 策 工 の 概 要 
 当該廃棄物にセメント及びベントナイトを加え混錬し、セメント安定

化した上で、各事案地に残置 
除去した廃棄物の

種 類 及 び 量 
行為者が自主撤去した汚泥（計７５６ｍ３）以外、事案地に残置 

代 執 行 費 用 ６２８，０４０，７６１円（支援対象事業費） 
支援した資金額 ４３９，６２８，０００円 

【事案概要】 

Ａ社は、産業廃棄物の処理に係る許可を有しておらず、当該各事案地を管理している事業

者である。また、Ｂ社は産業廃棄物中間処理業（破砕分離、肥料製造）の許可、Ｃ社は産業

廃棄物中間処理業（廃石膏ボードの破砕乾燥）の許可を有する事業者であり、いずれも静岡

県内で操業していた。 
Ｃ社は、排出事業者から受け入れて処理した廃石膏ボードの破砕処理後物を肥料原料又は

土壌改良資材と称して、肥料製造の許可品目にない廃石膏ボード粉をＢ社に処分委託した。 
Ｂ社は、排出事業者から受け入れた産業廃棄物を適正処理せずに混合肥料と称して、Ｃ社

より受け入れた廃石膏ボード粉とともに、平成２４年２月からＡ社管理地である当該各事案

地に運搬した上で、Ａ社に処分委託し、Ａ社は運搬されてきた産業廃棄物を野積みして放置

した。 
平成２５年５月に周辺住民から情報が寄せられたことから、県は対応を開始した。平成２

６年９月に警察がＡ社及びＢ社の家宅捜索を行い、平成２７年２月に両法人の代表者を逮捕



した。その後、Ａ社代表者は平成２８年１月に有罪判決を受け、最終的には最高裁へ上告し

たが、同年９月に上告は棄却され、判決が確定した。また、Ｂ社代表者は平成２７年９月に

有罪判決を受け、判決が確定した。 
県は、平成２８年３月にＡ社及びＢ社並びにそれら代表者に対し、野積みされた産業廃棄

物の全量撤去を命じる内容の措置命令を発出するとともに、平成２９年３月にはＣ社に対し、

野積みされている産業廃棄物のうち相当量の撤去を命じる措置命令を発出した。 
Ａ社は、平成３０年６月及び９月に県へ撤去計画書を提出し、約１０３ｍ３撤去した。Ｂ

社は、平成２９年１２月に撤去計画書を提出し、約５２２ｍ３撤去した。 
また、Ｃ社は平成３０年３月に県へ撤去計画を提出し、撤去作業を開始し、約１３０ｍ３

を撤去した。 
硫化水素による生活環境保全上の支障のおそれがある中、撤去が進まなかったため、県は

平成３０年８月から野積みされた産業廃棄物にコンクリート及びベントナイトを加えて混錬

し、強度を確保した上で整形して事案地内に残置する行政代執行に着手し、令和２年１月に

支障除去事業が完了した。 
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